
新型コロナウイルス感染症関連情報

　町では特別定額給付金の申請書を、５月12日㈫に町内の全世帯に発送しました。
　申請書を既に提出いただいている世帯へは、申請書の内容を確認し、順次給付をさせていただいています。
　まだ申請がお済みでない世帯の皆さまにおかれましては、受付期限までにご申請をお願いします。

特別定額給付金 申請受付中

申請方法
①郵送申請
　�　申請書に必要事項を記入し、添付書類（世帯主の本
人確認書類と振込先口座がわかる書類の写し）を添え
て、町へ返送してください。

②オンライン申請(マイナンバーカードを持っている方)
　　詳細はお問合せください。
申請受付期限

　令和２年８月20日㈭まで　※当日消印有効
　期限後の申請は受付できませんのでご注意ください。

◆制度に関する問合せ
総務省特別定額給付金コールセンター
【☎0120－260020】
午前９時～午後８時（平日休日問わず）

◆給付に関する問合せ
上里町新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル

（総合政策課定額給付金担当）
【☎35－1218】
午前８時30分～午後５時15分（土・日・祝日除く）
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施設名 使⽤再開日 問合せ
社会体育施設
　・町⺠体育館
　・多⽬的スポーツホール

７⽉１日㈬から

⽣涯学習課【☎35－1245】

⼩中学校体育施設
　・体育館 ７⽉１日㈬から
⼩学校体育施設
　・校庭 ７⽉１日㈬から
中学校体育施設校庭
　・夜間ナイター ６⽉16日㈫から
屋外運動施設
　・忍保パブリック公園
　　（�野球場・ソフトボール場・グラウンドゴ

ルフ場・ターゲットバードゴルフ場）
　・宮多⽬的広場サッカー場
　・堤調節池グラウンド
　・⻑久保公園テニスコート
　・児⽟⼯業団地遊⽔地グラウンド

６⽉16日㈫から

公⺠館
　中央・賀美・⻑幡・七本⽊・上⾥東・神保原 ７⽉１日㈬から 中央公⺠館【☎33－8628】
男⼥共同参画推進センター ７⽉１日㈬から 男⼥共同参画推進センター【☎35－1357】
ワープ上里 ７⽉１日㈬から ワープ上⾥【☎34－0488】
⽼⼈福祉センターかみさと荘 ７⽉１日㈬から 上⾥町社会福祉協議会【☎33－4232】上里町福祉町⺠センター ７⽉１日㈬から
上里町⽴図書館 ７⽉１日㈬から 上⾥町⽴図書館【☎34－0455】

児童館
　賀美・⻑幡・七本⽊・上⾥東・神保原 ７⽉１日㈬から

賀美児童館【☎34－1110】
⻑幡児童館【☎35－3541】
七本⽊児童館【☎35－1356】
上⾥町東児童館【☎35－3451】
神保原児童館【☎33－3621】

全国民に

一律10万円

給付金のサギ（詐欺）に注意!!
絶対に教えない！渡さない！　●暗証番号　●口座番号　●キャッシュカード　●マイナンバー
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新型コロナウイルス感染症関連情報

対象となる方
①第一号被保険者（65歳以上の方）
②�新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を
負った第一号被保険者
③�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または
給与収入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、次の２点に該当する第一号被保険者

なお、上記の制度につきましては申請が必要となります。事前に電話または来庁にてご相談ください。
問合せ…高齢者いきいき課高齢介護係【☎35－1243】

新型コロナウイルス感染症の影響による

国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による

介護保険料の減額・免除について

対象となる世帯
①�新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者（以下世帯主）が死亡し、または重篤な傷病を負っ
た世帯の方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主※１の収入減少が見込まれる世帯

※１ ②に該当する世帯主について
⑴�事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の３以上
減少する見込みであること
⑵前年の所得の合計額が１，０００万円以下であること
⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注意：申請には、収入を証明する書類（帳簿や給与明細書の写し）が必要となります。

減免額
上記①の場合：保険税額全額
上記②の場合：減免対象保険税額（A×B／C）※２に減免割合（D）※３をかけた金額【下記参照】

※�世帯主の事業等の廃止や失業（非自
発的失業による軽減に該当する場合
を除く）の場合には、前年の合計所
得金額にかかわらず、減免対象の保
険税額の全部を免除。

　ご自身が対象となるか、申請に必要
な書類等の詳細については、下記まで
お問い合わせください。
　なお、町のホームページにも関連情
報を掲載しています。
問合せ…税務課住民税係
　　　　【�☎35－1221
　　　　（内線1131～1133）】

※２ 減免対象保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ）
Ａ：世帯の被保険者全員について算定した保険税額
Ｂ：�世帯主の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
Ｃ：�世帯主および被保険者全員の前年の合計所得金額

※３ 合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）
前年の合計所得金額 減免割合

　３００万円以下の場合 全部（10分の10）
　４００万円以下の場合 10分の８
　５５０万円以下の場合 10分の６
　７５０万円以下の場合 10分の４
１０００万円以下の場合 10分の２

〇�事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）が
前年の当該事業収入等の額の10分の３以上であること。

〇減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得額が400万円以下であること。
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新型コロナウイルス感染症関連情報

『商工業者応援給付金』申請受付中
　新型コロナウイルス感染拡大により売上げが減少した商⼯業者に対して、
町内商⼯業者応援給付金を交付します。
給付額　　一律　５万円�（口座振り込み）
給付対象の主な要件
　①町内で商⼯業を営む法人および個人事業主　※商⼯会の会員である必要はありません。
　②�新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１⽉から12⽉の売上が前年同⽉比で15％以上減少

している⽉があること。
　③�2019年以前から上⾥町内において事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある

こと。
　④その他（詳細は町ホームページに掲載）
申請期間・方法等
　◆申請期間…令和３年１⽉15日㈮まで
　◆申請方法…�「申請書」および「証拠書類等」を上⾥町商⼯会へ提出（申請書の様式は町ホームページ

に掲載）　※感染防止に配慮し申請は郵送方式とします。
　◆申請・問合せ…上⾥町商⼯会応援給付金担当【☎33－0520】（平日、午前９時～午後５時）

産業振興課産業観光係
【☎35－1232】
でも相談受付中

新型コロナウイルス感染症に伴う
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者に対する傷病手当金の支給について
　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国⺠健康保険および後期高齢者医療制度に加入している方が
感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払
いを受けることできなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対　象
　上里町国民健康保険および後期高齢者医療制度
に加入している被用者（会社等に勤めている人）の
うち、新型コロナウイルス感染症に感染した、ま
たは発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養
のため勤務することができない方

支給対象となる日数
　勤務することができなくなった日から起算して
３日を経過した日から勤務することができない期
間のうち、就労を予定していた日数

支給額
　直近の継続した３か月間の給与収入の合計額を
就労日数で割った金額の３分の２に、支給対象と
なる日数を乗じた額

適⽤期間
　令和２年１月１日～９月30日で、療養のため
勤務することができない期間（ただし入院が継続
する場合は最長１年６か月まで）

申請方法
　事前に健康保険課医療年金係までご連絡くださ
い。申請には医師（医療機関を受診した場合）およ
び事業主などの証明が必要です。申請書類は健康
保険課窓口での配布および町ホームページからダ
ウンロードできます。

問合せ
　健康保険課医療年金係【☎35－1222】

新型コロナウイルス感染症対策に係る

上里町立小中学校の夏季休業の変更について
◆１学期終業式…７⽉31日㈮
◆夏季休業（夏休み）…８⽉１日㈯～ 18日㈫
◆２学期始業式…８⽉19日㈬

問合せ…学校教育指導室【☎35－1247】

4広報かみさと  2020.7



新型コロナウイルス感染症関連情報

町
長
コ
ラ
ム
山
下　

博
一

㉒

台
風
シ
ー
ズ
ン
到
来

防
災
・
防
疫
両
面
か
ら
の
対
策

　

７
月
に
入
り
、
本
格
的
な
梅
雨

の
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
梅
雨
の

晴
れ
間
に
は
気
温
が
30
度
を
超
え

る
日
も
あ
り
、
熱
中
症
が
心
配
に

な
り
ま
す
。

　

緊
急
事
態
宣
言
は
解
除
さ
れ
ま

し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症「
第
２
波
」が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。
再
流
行
を
防
ぐ
た
め
、

国
や
県
で
は「
新
し
い
生
活
様
式
」

の
定
着
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
洗

い
等
感
染
拡
大
防
止
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
台
風
シ
ー
ズ

ン
に
な
り
ま
す
。
台
風
襲
来
へ
の

備
え
に
加
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
予
防
等
、
防
災
・
防

疫
の
両
面
か
ら
の
対
策
が
必
要
で

す
。
町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ま
の

安
心
・
安
全
の
た
め
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
お

よ
び
災
害
対
策
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。

町
に
広
が
る
田
園
風
景

　

６
月
中
旬
、
日
曜
日
の
早
朝
に

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
出
か
け
ま
し
た
。

水
田
に
は
、
緑
の
苗
が
等
間
隔
に

植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
苗

の
、
風
に
棚
引
く
姿
に
自
然
の
美

し
さ
を
思
い
ま
し
た
。
そ
の
日
の

新
聞
記
事
に
「
家
庭
が
コ
メ
の
保

管
を
増
や
し
て
い
る
。
米
穀
業
界

の
調
べ
で
は
、
１
世
帯
あ
た
り
の

〝
在
庫
〟
は
４
月
末
で
平
均
７
・
１

㎏
。
３
月
末
よ
り
、
１
割
増
え
た
。

３
月
～
４
月
は
外
出
自
粛
に
備
え

て
米
を
買
う
世
帯
が
急
増
し
た
が
、

消
費
量
以
上
に
購
入
す
る
動
き

が
広
が
っ
た
よ
う
だ
。」と
あ
り
ま

し
た
。
こ
こ
上
里
町
で
も
「
彩
の

か
が
や
き
」
や
「
彩
の
き
ず
な
」
と

い
っ
た
埼
玉
県
の
ブ
ラ
ン
ド
米
が

広
く
生
産
さ
れ
て
い
て
、
食
感
や

香
り
な
ど
、
コ
シ
ヒ
カ
リ
等
と
遜

色
な
い
品
質
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

地
元
の
米
を
ぜ
ひ
、
ご
賞
味
く
だ

さ
い
。

レ
ジ
袋
有
料
化
が
ス
タ
ー
ト

　

７
月
１
日
㈬
か
ら
、
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
を
見
直
す
第
一
歩
と
し
て

「
レ
ジ
袋
の
有
料
化
」が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
お
買
い
物

を
さ
れ
る
際
に
マ
イ
バ
ッ
ク
等
を

持
参
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
慣
れ
る
ま
で
は
大
変
か

と
思
い
ま
す
が
、
併
せ
て
食
品
ト

レ
ー
な
ど
の
様
々
な
リ
サ
イ
ク
ル

に
つ
い
て
も
見
直
し
て
い
た
だ
き
、

町
の
ご
み
減
量
化
・
環
境
美
化
に

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「こむぎっちトートバッグ」1個：700円
販売先…ワープ上里、アグリパーク上里

〜新型コロナウイルス感染症に関連した法務⼤⾂メッセージ〜
守ろう、⼈権

　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、濃厚接触者、関連する不当
な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。
困った時は、一人で悩まず、相談してください。
　医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
　法務大⾂メッセージは、YouTube法務省チャンネル（https://youtu.be/
RYS00qCxo-0）をご覧ください。
　法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差
別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。

法務省チャンネル
QRコード

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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